
 不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
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京都市人事委員会規則第２号 

   不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則 

 不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

不利益処分についての審査請求に関する規則 

 第１条中「又は異議申立て（以下「不服申立て」という。）」を削る。 

 第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

   審査請求人 処分について審査請求をする者をいう。 

   処分者 処分を行った者（その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行

う権限を有しなくなった場合には，当該処分と同一の処分を行う権限を有する者）を

いう。 

   当事者 審査請求人及び処分者をいう。 

 第２節の節名を次のように改める。 

    第２節 審査請求 

 第４条の見出しを「（審査請求）」に改め，同条第１項中「不服申立ては，処分の」を

「審査請求は，処分が」に，「６０日」を「３月」に改め，「または異議申立書（以下「不

服申立書」という。）」を削り，同条第２項中「不服申立書」を「審査請求書」に，「不

服申立人」を「審査請求人」に改め，同条第３項本文中「不服申立書」を「審査請求書」

に，「ともに」を「共に」に改め，同条第４項中「不服申立書」を「審査請求書」に，「不

服申立人」を「審査請求人」に，「つど」を「都度」に，「すみやかに」を「速やかに」

に改める。 

 第５条の見出し及び同条本文中「不服申立書」を「審査請求書」に改める。 

 第６条の見出し並びに同条第１項各号列記以外の部分及び第１号から第３号までの規定



中「不服申立て」を「審査請求」に改め，同項第４号中「不服申立て」を「審査請求」に，

「不服申立人」を「審査請求人」に改め，同項第５号及び第６号中「不服申立て」を「審

査請求」に改め，同条第２項中「不服申立書」を「審査請求書」に，「不服申立て」を「審

査請求」に改める。 

 第６条の２中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 第７条中「不服申立て」を「審査請求」に，「不服申立書」を「審査請求書」に，「不

服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 第８条第１項前段中「申請または」を「申請又は」に，「同一または」を「同一の事案

又は」に，「かかる」を「係る」に，「不服申立て」を「審査請求」に，「これ」を「こ

れら」に改め，同条第２項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め，同条第３項

中「および」を「，及び」に改める。 

 第９条第１項前段中「かかる」を「係る」に，「不服申立人」を「審査請求人」に，「お

よび」を「，及び」に改め，同項後段中「，不服申立人」を「において，審査請求人」に

改め，同条第２項中「不服申立人」を「審査請求人」に改め，「対する」の右に「人事委

員会の」を加える。 

 第１１条の見出し中「および」を「及び」に改め，同条第１項及び第２項中「不服申立

人」を「審査請求人」に改め，同条第４項中「または」を「又は」に改める。 

 第２３条の見出し中「および」を「及び」に改め，同条第１項中「不服申立人」を「審

査請求人」に，「または」を「又は」に改め，同条第２項中「および」を「及び」に，「書

面」を「，書面」に改める。 

 第３１条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め，同条第１項中「不服申立人」

を「審査請求人」に，「または決定（以下「判定」という。）を行なう」を「を行う」に，

「不服申立ての全部または」を「審査請求の全部又は」に改め，同条第２項中「不服申立

て」を「審査請求」に，「不服申立取下申出書」を「審査請求取下申出書」に改め，同条

第３項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 第３２条の見出し中「または」を「又は」に改め，同条第１項中「不服申立て」を「審

査請求」に，「または」を「，又は」に，「人事委員会および不服申立人」を「，人事委

員会及び審査請求人」に改め，同条第２項中「不服申立人」を「審査請求人」に，「また

は修正」を「又は修正」に，「不服申立て」を「審査請求」に，「または取り下げる」を

「，又は取り下げる」に改める。 



 第３３条中「取消しの」を「取消しが」に，「または不服申立人」を「又は審査請求人」

に，「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 第３４条の見出しを「（裁決）」に改め，同条第１項中「すみやかに判定を行ない」を

「速やかに裁決を行い」に改め，「または決定書（以下「判定書」という。）」を削り，

同条第２項各号列記以外の部分中「判定書」を「裁決書」に改め，「の各号」を削り，「委

員各員」を「人事委員会の各委員」に改め，同項第２号中「および」を「及び」に改める。 

 第３５条中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 第３６条の見出し中「判定書」を「裁決書」に改め，同条第１項中「判定書」を「裁決

書」に，「または」を「，又は」に改め，同条第２項本文中「判定書」を「裁決書」に，

「および」を「及び」に，「附記して」を「付記して」に改め，同項ただし書中「附記し

て」を「付記して」に改める。 

 第３７条の見出し中「判定書」を「裁決書」に改め，同条前段中「判定書」を「裁決書」

に，「行なう」を「行う」に改め，同条後段中「判定」を「裁決」に改める。 

 第３８条第１項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め，同項第１号中「判

定」を「裁決」に改め，同項第３号中「判定」を「裁決」に，「およぼすような」を「及

ぼす」に改め，同条第２項中「判定」を「裁決」に改める。 

 第４１条中「判定」を「裁決」に，「または」を「又は」に，「かえて」を「代えて」

に，「行なう」を「行う」に改める。 

 第４４条第２項前段中「京都市公告式条例第２条第２項ただし書」を「京都市条例の公

布等に関する条例第２条第２項」に改める。 

 第４５条の見出しを「（補則）」に改め，同条中「を除くほか」を「のほか」に，「不

服申立て」を「審査請求」に，「および」を「及び」に，「つど」を「都度」に改める。 

 様式第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に，「付処分にかかる」を「付けの処分 

「氏  名  

生年月日」 

話       番」を「電話  －    」に改める。 

 様式第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に，「付処分にかかる」を「付けの処分

に係る」に，「不服申立事案」を「審査請求事案」に改め，「さきに」を削る。 

 様式第３号注以外の部分中「不服申立書」を「審査請求書」に，「不服申立人」を「審

査請求人」に，「不服申立て」を「審査請求」に，「電話       番」を「電話  

に係る」に，「不服申立事案」を「審査請求事案」に， を「氏  名」に，「電 



 －    」に，「行なった」を「行った」に，「および」を「及び」に改める。 

 様式第４号中「不服申立人」を「審査請求人」に，「不服申立事案」を「審査請求事案」

に改める。 

 様式第５号中「不服申立人」を「審査請求人」に，「付処分にかかる」を「付けの処分

に係る」に，「不服申立事案」を「審査請求事案」に，「電話       番」を「電

話  －    」に改める。 

 様式第６号中「不服申立人」を「審査請求人」に，「付処分にかかる」を「付けの処分

に係る」に，「不服申立事案」を「審査請求事案」に改める。 

 様式第７号中「不服申立人」を「審査請求人」に，「不服申立事案」を「審査請求事案」

に，「および」を「及び」に，「ともに」を「共に」に改める。 

 様式第８号中「不服申立取下申出書」を「審査請求取下申出書」に，「不服申立人」を

「審査請求人」に，「付処分にかかる不服申立て」を「付けの処分に係る審査請求」に改

める。 

 様式第９号注以外の部分中「付処分にかかる」を「付けの処分に係る」に，「不服申立

事案」を「審査請求事案」に，「判定」を「裁決」に，「電話       番」を「電

話  －    」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての不服申立てであってこの規

則の施行の日前にされた当該処分に係るものについては，なお従前の例による。 

（関係規則の一部改正） 

３ 委員長及び事務局長等の専決処理に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第２７号中「不利益処分についての不服申立てに関する規則」を「不利

益処分についての審査請求に関する規則」に改める。 

４ 記録書の閲覧等に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第１条中「不利益処分についての不服申立てに関する規則」を「不利益処分について

の審査請求に関する規則」に改める。 

（人事委員会事務局） 


